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報道関係者 各 位 

令和７年 障害者雇用状況の集計結果 

青森労働局（局長 角井
か く い

 伸一
しんいち

）では、県内の民間企業や公的機関等における令和７年の「障

害者雇用状況」集計結果を取りまとめましたので公表します。 

障害者の雇用の促進等に関する法律では、常時雇用する労働者の一定割合（法定雇用率）以上の障

害者を雇うことを義務付けています。法定雇用率は令和６年４月１日から引上げとなり、民間企

業は 2.5％（従前 2.3％）、公的機関等は 2.8％（同 2.6％）、県教育委員会は 2.7％（同 2.5％）

となっています。 

今回の集計結果は、同法に基づき、毎年６月１日現在の身体障害者、知的障害者及び精神障

害者の雇用状況について、障害者の雇用義務のある事業主等に報告を求め、これを集計したもの

です。 

【集計結果の主なポイント】※（  ）は前年の値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

令和７年 12月 22日（月）発表 
【照会先】 
 青森労働局職業安定部職業対策課 

  職 業 対 策 課 長 三浦 政光 

  地方障害者雇用担当官 山田 智雄 

  電話 ０１７（７２１）２００３ 

＜民間企業＞【法定雇用率 2.5％、1,134企業対象（1,121企業）】 

 ○雇用障害者数は前年を上回り、実雇用率は前年を下回る。 

 ・雇用障害者数 3,925.0人 （3,837.0人） 対前年 2.3％、88.0人増加 

 ・実雇用率 2.48％ （2.49％） 対前年比 0.01ポイント低下 

 ・法定雇用率達成企業割合 51.5％ （51.6％） 対前年比 0.1ポイント低下 

＜公的機関＞【法定雇用率 2.8％、県教育委員会は 2.7％】 

 県（3機関（3機関）） 

 ○雇用障害者数は前年を上回り、実雇用率は前年を下回る。 

 ・雇用障害者数 166.5人 （156.0人） 対前年 6.7％、10.5人 増加 

 ・実雇用率 2.87％ （2.93％） 対前年比 0.06ポイント低下 

 ・不足数        10.5人 （4.5人） 対前年 133.3％、6.0人増加 

 県教育委員会 

 ○雇用障害者数は前年を上回り、実雇用率は前年を下回る。 

 ・雇用障害者数 244.5人 （221.5人） 対前年 10.4％、23.0人増加 

 ・実雇用率 2.33％ （2.35％） 対前年比 0.02ポイント低下 

 ・不足数        37.5人 （32.5人） 対前年 15.4％、5.0人 増加 

市町村等（58機関（62機関）） 

 ○雇用障害者数は前年を上回り、実雇用率は前年を下回る。 

 ・雇用障害者数 472.0人 （456.5人） 対前年 3.4％、15.5人 増加 

 ・実雇用率 2.42％ （2.43％） 対前年比 0.01ポイント低下 

 ・不足数        81.5人 （73.5人） 対前年 10.9％、8.0人 増加 

＜独立行政法人＞【法定雇用率 2.8％、3機関対象（3 機関）】 

 ○雇用障害者数、実雇用率ともに前年を上回る。 

 ・雇用障害者数 13.0人 （10.0人） 対前年 30.0％、3.0人 増加 

 ・実雇用率 2.49％ （2.01％） 対前年比 0.48ポイント上昇 

 ・不足数        1.5人 （2.0人） 対前年 25.0％、0.5人 減少 
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 障害者雇用状況報告の集計結果概要 

１．民間企業における雇用状況 

（１）雇用障害者数、実雇用率【第１表、第２表】 

① 民間企業（常用労働者 40.0 人以上の企業：法定雇用率 2.5％）の雇用障害者数は、

前年より 88.0人増加し、3,925.0人となった。 

② 雇用障害者のうち、身体障害者は 2,085.0 人（対前年 26.0 人減）、知的障害

者は 981.0 人（同 9.5 人増）、精神障害者は 859.0 人（同 104.5 人増）であ

り、身体障害者は前年より減少し、知的障害者・精神障害者は増加となった。 

③ 実雇用率は、2.48％（前年は 2.49％）、法定雇用率達成企業の割合は 51.5％（同

51.6％）となった。 

（２）産業別の状況【第３表】 

① 産業別にみると、雇用障害者数は、「農業、林業、漁業、鉱業・採石業」：27.0 人

（0.7％）、「建設業」：135.0人（3.4％）、「製造業」：911.5人（23.2％）、「電気・ガ

ス・熱供給・水道業」：1.0人（0.03％）、「情報通信業」：42.5人（1.1％）、「運輸業、

郵便業」：168.0人（4.3％）、「卸売業、小売業」：587.5 人（15.0％）、「金融業、

保険業」：109.0 人（2.8％）、「不動産業、物品賃貸業」：16.0 人（0.4％）、「学

術研究、専門、技術、サービス業」：24.0人（0.6％）、「宿泊業、飲食サービス業」：

92.0人（2.3％）、「生活関連サービス業、娯楽業」：92.5人（2.4％）、「教育、学習支

援業」：48.0 人（1.2％）、「医療、福祉」：1327.0 人（33.8％）、「複合サービス事業」：

72.0人（1.8％）、「サービス業」：272.0人（6.9％）であった。 

※（  ）内は雇用障害者数の構成比 

② 産業別の実雇用率は、「製造業」：2.66％、「宿泊業、飲食サービス業」：2.61％、「生活

関連サービス業、娯楽業」：3.41％、「医療、福祉」：3.09％の４業種で法定雇用率

2.5％を上回っている。 

（３）企業規模別の実雇用率の状況【第４表】 

① 企業規模別にみると、雇用障害者数は、40.0～100 人未満企業で 816.5 人、100～

200人未満企業で 917.5人、200～300人未満企業で 513.0人、300～500人未満企業

で 485.0人、500～1,000 人未満企業で 319.0 人、1,000 人以上企業で 874.0 人

であった。 

② 実雇用率は、民間企業全体の実雇用率である 2.48％と比較すると、 

    （イ）100～200人未満企業：3.16％、200～300人未満企業：2.58％、1,000人以上企

業：2.84％については上回っている。 
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   （ロ）40.0～100人未満企業：1.85％、300～500人未満企業：2.35％、500～1,000人

未満企業：2.35％については下回っている。 

③ 法定雇用率達成企業の割合は、40.0～100 人未満企業：47.2％、100～200 人未満

企業：63.2％、200～300人未満企業：57.3％、300～500人未満企業：49.1％、500

～1,000人未満企業：38.1％、1,000人以上企業：81.3％であった。 

（４）法定雇用率未達成企業の状況【第５表】 

① 法定雇用率未達成企業（550企業）のうち、不足数が 0.5人または 1人である企業  

  （1人不足企業）が 74.7％（411企業）を占めている。 

② また、障害者を１人も雇用していない企業（障害者雇用ゼロ企業）は、法定雇用率

未達成企業の 66.0％（363企業）となっている。 

 

２．公的機関における在職状況  

（１）県の機関（法定雇用率 2.8％）【第６表、第 10表】 

県の機関に在職している障害者の数は 166.5 人で、実雇用率は 2.87％となり、前年

に比べ 0.06ポイント低下している。不足数は 10.5人で、前年に比べ 6.0人増加して

いる。（県の機関は３機関中１機関が法定雇用率未達成。） 

（２）県の教育委員会（法定雇用率 2.7％）【第７表、第 11表】 

県の教育委員会に在職している障害者の数は 244.5人で、実雇用率は 2.33％となり、

前年に比べ 0.02ポイント低下している。不足数は 37.5人で、前年に比べ 5.0人増加

している。 

（３）市町村等の機関（法定雇用率 2.8％）【第８表、第 12表】 

市町村等の機関に在職している障害者の数は 472.0人で、実雇用率は 2.42％となり、

前年に比べ 0.01ポイント低下している。不足数は 81.5人で、前年に比べ 8.0人増加

している。（市町村等の機関は 58機関中 27機関が法定雇用率未達成。） 

 

３．独立行政法人における雇用状況   【第９表、第 13表】 

独立行政法人（法定雇用率 2.8％）に雇用されている障害者の数は 13.0 人であり、

実雇用率は 2.49％と前年に比べ 0.48 ポイント上昇している。不足数は 1.5人で、前年

に比べ 0.5人減少している。 



　＜ 目 次 ＞

１. 民間企業における障害者の雇用状況

第 １ 表 障害者雇用の概況 P.1

第 ２ 表 障害種別雇用の状況 P.2

第 ３ 表 障害者雇用の概況（産業別） P.3

第 ４ 表 障害者雇用の概況（規模別） P.4

第 ５ 表 障害者不足数階級別の法定雇用率未達成企業数 P.4

グ ラ フ 民間企業における障害者の実雇用率と雇用者数の推移 P.5

２. 公的機関における障害者雇用状況（概況）

① 公的機関の障害別雇用状況

第 ６ 表 県機関 P.6

第 ７ 表 県教育委員会 P.6

第 ８ 表 市町村等機関 P.7

第 ９ 表 独立行政法人 P.7

② 公的機関の各機関別の状況

第 10 表 県機関 P.8

第 11 表 県教育委員会 P.8

第 12 表 市町村等機関 P.8・P.9

第 13 表 独立行政法人 P.9

◎ P.10

◎ P.11

◎ P.12

除外率とは

障害者雇用率達成指導の流れ

法定雇用率とは

令和７年６月１日現在における障害者の雇用状況（詳細表）
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)

Ａ
．

Ｂ
．

Ｃ
．

Ｇ
.
 
う

ち
新

規
雇

用
分

(
注

6
)

　

　
　

　
計

Ｃ
＋

Ｄ
＋

Ｅ
×

0
.
5

(
注

3
)

　
　

　
計

Ａ
×

2
＋

Ｂ
＋

Ｃ
＋

Ｄ
×

0
.
5

＋
Ｅ

×
0
.
5

(
注

2
)
(
注

3
)

精
神

障
害

者
(
注

4
)

精
神

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

(
注

4
)

注
１

　
①
欄
の
「
障
害
者
の
数
」
と
は
、
②
Ｆ
欄
、
③
Ｆ
欄
及
び
④
Ｆ
欄
の
計
で
あ
る
。

　
②
③
Ａ
欄
の
重
度
障
害
者
に
つ
い
て
は
、
法
令
上
１
人
を
２
人
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
お
り
、
Ｆ
欄
の
計
を
算
出
す
る
に
あ
た
り
ダ
ブ
ル
カ
ウ
ン
ト
と
し
て
い
る
。

　
②
③
④
Ｄ
欄
の
「
重
度
以
外
の
身
体
障
害
者
、
知
的
障
害
者
及
び
精
神
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者
」
並
び
に
②
③
④
Ｅ
欄
の
「
重
度
身
体
障
害
者
、
知
的
障
害
者
及
び
精
神
障
害
者
で
あ
る
特
定
短
時
間
労
働
者
」
に
つ
い
て
は
、
法
令

　
た
だ
し
、
精
神
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
１
人
を
１
カ
ウ
ン
ト
と
し
て
い
る
。

　
②
③
の
Ａ
、
Ｃ
欄
及
び
④
の
Ｃ
欄
は
１
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
30
時
間
以
上
の
労
働
者
で
あ
り
、
②
③
の
Ｂ
、
Ｄ
欄
及
び
④
の
Ｄ
欄
は
１
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
20
時
間
以
上
30
時
間
未
満
の
労
働
者
で
あ
る
。

　
②
③
④
Ｇ
欄
の
「
う
ち
新
規
雇
用
分
」
は
、
令
和
６
年
６
月
２
日
か
ら
令
和
７
年
６
月
１
日
ま
で
の
１
年
間
に
新
規
に
雇
い
入
れ
ら
れ
た
障
害
者
数
で
あ
る
。

　
（
　
　
）
内
は
令
和
６
年
６
月
１
日
現
在
の
数
値
で
あ
る
。

Ｇ
.
 
う

ち
新

規
雇

用
分

(
注

6
)

Ｃ
．

 
Ｄ

．
Ｆ

．
Ａ

．
Ｂ

．
Ｃ

．
 

Ｄ
．

重
度

知
的

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者 (
注

4
)

重
度

以
外

の
知

的
障

害
者

(
注

4
)

重
度

以
外

の
知

的
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者
(
注

4
)

 
①

 
障

害
者

の
数

 
(
注

1
)

重
度

身
体

障
害

者
(
注

4
)

重
度

身
体

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者 (
注

4
)

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

(
注

4
)

Ｄ
．

③
知

的
障

害
者

の
数

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者
(
注

4
)

Ｆ
．

　
　

　
計

Ａ
×

2
＋

Ｂ
＋

Ｃ
＋

Ｄ
×

0
.
5

＋
Ｅ

×
0
.
5

(
注

2
)
(
注

3
)

重
度

知
的

障
害

者
(
注

4
)

Ｅ
．

重
度

知
的

障
害

者
で

あ
る

特
定

短
時

間
労

働
者

(
注

4
)

注
６

　
ま
た
、
②
③
④
の
Ｅ
欄
は
所
定
労
働
時
間
が
10
時
間
以
上
20
時
間
未
満
の
労
働
者
で
あ
る
。

注
２

注
３

注
４

注
５
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社
人

人
人

人
人

人
人
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社

％

1,
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9

1
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（
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（
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（
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（
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（
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（

1.
75

)
（

8
)
（

42
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（
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（
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（
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（
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（
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（
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（
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（
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（
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（
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（
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（
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（
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（

0
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（
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（
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48
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（
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（
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5
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（
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0
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（

1
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)
（
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)
（

0
)
（
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)
（

1.
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)
（

9
)
（

52
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)

31
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17
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4
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1
9

5
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（
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)
（
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)
（

16
)
（

2
)
（

3
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)
（
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（

0
)
（
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)
（

2.
33

)
（

19
)
（

61
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)
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71
1.
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10
3

6
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1
4
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92
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3.
41

16
57
.1

（
30

)
（

2,
77
8.
0

)
（

11
)
（

2
)
（

6
1

)
（

1
3

)
（

0
)
（

94
.0

)
（

3.
38

)
（

17
)
（

56
.7

)

18
1,
98
2.
5

10
0

2
8

0
0

48
.0

2.
42

9
50
.0

（
18

)
（

1,
93
8.
5

)
（

10
)
（

0
)
（

2
6

)
（

1
)
（

0
)
（

47
.0

)
（

2.
42

)
（

10
)
（

55
.6

)

31
4

42
,9
56
.5

17
7

78
5
2
3

45
8

27
1,
32
7.
0

3.
09

19
1

60
.8

（
31
2

)
（
40
,8
88
.5

)
（

18
5

)
（

68
)
（

4
9
6

)
（

41
2

)
（

17
)
（

1,
25
2.
5

)
（

3.
06

)
（

18
5

)
（

59
.3

)

19
3,
86
0.
0

15
2

3
4

7
1

72
.0

1.
87

6
31
.6

（
18

)
（

3,
82
5.
0

)
（

16
)
（

1
)
（

2
8

)
（

5
)
（

0
)
（

64
.5

)
（

1.
69

)
（

5
)
（

27
.8

)

10
1

12
,0
70
.5

49
10

1
2
8

4
7

13
27
2.
0

2.
25

52
51
.5

（
10
0

)
（
11
,6
57
.0

)
（

49
)
（

8
)
（

1
2
6

)
（

4
1

)
（

13
)
（

26
3.
0

)
（

2.
26

)
（

53
)
（

53
.0

)

金
融
業
、
保
険
業

不
動
産
業
、
物
品
賃
貸
業

学
術
研
究
、
専
門
・技

術
サ
ー
ビ
ス
業

宿
泊
業
、
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業

生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
、
娯
楽
業

教
育
・学

習
支
援
業

医
療
、
福
祉

複
合
サ
ー
ビ
ス
事
業

サ
ー
ビ
ス
業

（
注
）
第
１
表
と
同
じ
　

卸
売
業
、
小
売
業

Ｂ
．

重
度
身
体
障
害
者
及

び
重
度
知
的
障
害
者

で
あ
る
短
時
間
労
働
者

(注
3)

Ｃ
．

重
度
以
外
の
身
体
障

害
者
、
知
的
障
害
者
及

び
精
神
障
害
者
(注
3)

Ｄ
．

重
度
以
外
の
身
体
障

害
者
及
び
知
的
障
害

者
並
び
に
精
神
障
害

者
で
あ
る
短
時
間
労
働

者
(注
3)

Ｆ
．
　
　
　
　
　
計

Ａ
×
２
＋
Ｂ
＋
Ｃ
＋
Ｄ

×
0.
5＋

Ｅ
×
0.
5(
注
2)

産
　
業
　
計

農
業
、
林
業
、
漁
業
、
鉱
業
・採

石
業

Ｅ
．

重
度
身
体
障
害
者
、
知

的
障
害
者
及
び
精
神

障
害
者
で
あ
る
特
定
短

時
間
労
働
者
(注
3
)

建
設
業

製
造
業

電
気
・ガ

ス
・熱

供
給
・水

道
業

情
報
通
信
業

運
輸
業
、
郵
便
業

第
３
表
　
障
害
者
雇
用
の
概
況
（
産
業
別
）

区
　
　
分

① 企
業
数

② 法
定
雇
用
障
害
者
数

の
算
定
の
基
礎
と
な
る

労
働
者
数
(注
1
)

③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
障
害
者
の
数

④ 実
雇
用
率

③
Ｆ
÷
②
×
10
0

⑤ 法
定
雇
用
率

達
成
企
業
数

⑥ 法
定
雇
用
率

達
成
企
業
割
合

Ａ
．

重
度
身
体
障
害
者
及

び
重
度
知
的
障
害
者

(注
3)

- 3 -



社
人

人
人

人
人

人
人

％
社

％

1,
13
4

15
8,
17
4.
5

62
9

1
31

1,
9
44

75
2

78
3,
92
5.
0

2.
48

58
4

51
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（
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（
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（
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（

21
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（

84
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（

2.
79
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（

12
)
（

70
.6

)

55
0

41
1

91
26

1
4

7
1

36
3

(1
00
.0
%)

(7
4.
7%
)

(1
6.
5
%)

(4
.7
%)

(2
.
5%
)

(
1.
3%
)

(0
.2
%)

(6
6.
0%
)

38
6

35
9

27
－

－
－

－
34
4

(1
00
.0
%)

(9
3.
0%
)

(
7
.0
%)

－
－

－
－

(8
9.
1%
)

81
31

39
11

－
－

－
19

(1
00
.0
%)

(3
8.
3%
)

(4
8.
1
%)

(
13
.6
%)

－
－

－
(2
3.
5%
)

38
9

16
7

6
－

－
－

(1
00
.0
%)

(2
3.
7%
)

(4
2.
1
%)

(
18
.4
%)

(
15
.
8%
)

－
－

－

29
9

6
6

5
3

－
－

(1
00
.0
%)

(3
1.
0%
)

(2
0.
7
%)

(
20
.7
%)

(
17
.
2%
)

(1
0.
3%
)

－
－

13
2

2
2

3
3

1
－

(1
00
.0
%)

(1
5.
4%
)

(1
5.
4
%)

(
15
.4
%)

(
23
.
1%
)

(2
3.
1%
)

(7
.7
%)

－

3
1

1
－

－
1

－
－

(1
00
.0
%)

(3
3.
3%
)

(3
3.
3
%)

－
－

(3
3.
3%
)

－
－

注
 
1
 
 
上

段
は

企
業

数
、

下
段

は
当

該
企

業
規

模
階

級
内

に
お

け
る

構
成

比
。

注
 
2
 
 
②

欄
の

「
不

足
数

」
と

は
、

法
定

雇
用

率
を

達
成

す
る

た
め

に
、

現
在

の
雇

用
障

害
者

数
に

加
え

て
雇

用
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

障
害

者
の

数
で

あ
る

。

Ｆ
．

　
　
　
　
　
計

Ａ
×
２
＋
Ｂ
＋
Ｃ
＋
Ｄ

×
0.
5＋

Ｅ
×
0.
5(
注
2)

規
　
模
　
計

第
４

表
　

障
害

者
雇

用
の

概
況

（
規

模
別

）

区
　
　
分

① 企
業
数

② 法
定
雇
用
障
害
者
数

の
算
定
の
基
礎
と
な
る

労
働
者
数
(注

1
)

③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
障
害
者
の
数

④ 実
雇
用
率

③
Ｆ
÷
②
×
10
0

⑤ 法
定
雇
用
率

達
成
企
業
数

⑥ 法
定
雇
用
率

達
成
企
業
割
合

Ａ
．

重
度
身
体
障
害
者
及

び
重
度
知
的
障
害
者

(注
3)

Ｃ
．

重
度
以
外
の
身
体
障

害
者
、
知
的
障
害
者
及

び
精
神
障
害
者
(注

3)

Ｄ
．

重
度
以
外
の
身
体
障

害
者
及
び
知
的
障
害

者
並
び
に
精
神
障
害

者
で
あ
る
短
時
間
労
働

者
(注

3)

Ｅ
．

重
度
身
体
障
害
者
、
知

的
障
害
者
及
び
精
神

障
害
者
で
あ
る
特
定
短

時
間
労
働
者
(注

3
)

Ｂ
．

重
度
身
体
障
害
者
及

び
重
度
知
的
障
害
者

で
あ
る
短
時
間
労
働
者

(注
3)

40
～
10
0人

未
満
（注

）

10
0～

2
00
人
未
満

1,
00
0以

上

20
0～

3
00
人
未
満

30
0～

5
00
人
未
満

50
0～

1
,0
00
人
未
満

規
　
模
　
計

40
～
10
0人

未
満

10
0～

2
00
人
未
満

①
法
定
雇
用
率
未
達

成
企
業
の
数

②
　
不
　
足
　
数

（
注

）
第

１
表

と
同

じ
。

な
お

、
下

段
の

（
　

　
）

内
は

令
和

６
年

６
月

１
日

現
在

の
数

値
で

あ
る

。
　

第
５

表
　

障
害

者
不

足
数

階
級

別
の

法
定

雇
用

率
未

達
成

企
業

数

区
　
　
分

0.
5
人
又
は
1
人

1.
5人

又
は
2人

2.
5人

又
は
3人

3.
5人

又
は
4人

4.
5人

以
上
7人

以
下

20
0～

3
00
人
未
満

30
0～

5
00
人
未
満

50
0～

1
,0
00
人
未
満

1,
00
0以

上

7
.5
人
以
上

③
障
害
者
の
数
が
0人

で
あ
る
企
業
数
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注１　雇用義務のある企業（平成24年までは56人以上規模、平成25年から平成29年までは50人以上規模、平成30年から令和２年までは

　　　　45.5人以上規模、令和３年から令和５年までは43.5人以上規模、令和６年以降は40人以上規模の企業）についての集計である。

注２　「障害者の数」とは、次に掲げる者の合計数である。

平成１７年まで

身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント） ※平成３０年から令和４年までは、精神障害者である短時間労働者であっても、次の

知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント） いずれかに該当する者については、１人分としてカウントしていた。

重度身体障害者である短時間労働者 　①　報告年の３年前の年に属する６月２日以降に採用された者であること

重度知的障害者である短時間労働者 　②　報告年の３年前の年に属する６月２日より前に採用されたものであって、同日

以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること

平成１８年以降平成２２年まで

身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント） 　令和５年以降、精神障害者である短時間労働者については、１人分としてカウント

知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント） している。

重度身体障害者である短時間労働者

重度知的障害者である短時間労働者 令和６年以降

精神障害者 身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）

精神障害者である短時間労働者（0.5人でカウント） 知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）

精神障害者

平成２３年以降令和５年まで 重度身体障害者である短時間労働者

身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント） 重度知的障害者である短時間労働者

知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント） 精神障害者である短時間労働者

精神障害者 重度以外身体障害者である短時間労働者（0.5カウント）

重度身体障害者である短時間労働者 重度以外知的障害者である短時間労働者（0.5カウント）

重度知的障害者である短時間労働者 重度身体障害者である特定短時間労働者（0.5カウント）

精神障害者である短時間労働者 重度知的障害者である特定短時間労働者（0.5カウント）

重度以外身体障害者である短時間労働者（0.5カウント） 精神障害者である特定短時間労働者（0.5カウント）

重度以外知的障害者である短時間労働者（0.5カウント）（※）

注３　法定雇用率は平成24年までは1.8％、平成25年から平成29年までは2.0％、平成30年から令和２年までは2.2％、令和３年から令和５年までは

　　　　2.3％、令和６年以降は2.5％となっている。

グラフ

民間企業における障害者の実雇用率と雇用者数の推移

1,756.5 

1,789.0 

1,858.0 

1,944.5 2,015.0 2,138.5 2,146.5 2,119.0 2,130.0 2,094.0 2,093.5 2,111.0 2,085.0 

610.5

672.5
706.5

733.5
796.5 904.5

910.5
929.0 966.0 955.0

996.5 971.5 981.099.5
130.5

172

211

262
432.5 488.5 523.5 583.0

633.0 774.0

754.5

859.0

1.78

1.83

1.89

1.98

2.06

2.23

2.29 2.30
2.36

2.41

2.55

2.49 2.48

1.60

1.70

1.80

1.90

2.00

2.10

2.20

2.30

2.40

2.50

2.60

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

25年 26年 27年 28年 29年 30年 R1年 R2年 R3年 R4年 R5年 R6年 R7年

精神障害者

知的障害者

身体障害者

実雇用率

＜障害者の数 (人) ＞

＜法定雇用率＞

2.2%2.0% 2.3% 2.5
%

＜実雇用率 (%)＞
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２
.
公
的
機
関
に
お
け
る
障
害
者
雇
用
状
況
（
概
況
）

第
６
表
　
県
機
関
（
法
定
雇
用
率
2
.
8
％
）

①
④

⑤

機
関

人
人

人
人

人
人

人
人

％
機

関
％

3
5,

80
6.

5
38

3
79

13
1

16
6.

5
15

.0
2.

87
2

66
.7

（
3

)
(

5,
33

0.
0

)
(

37
)

(
3

)
(

74
)

(
9

)
(

1
)

(
15

6.
0

)
(

12
.0

)
(

2.
93

)
(

2
)

(
66

.7
)

注
１

注
２

注
３

注
４

注
５

第
７
表
　
県
教
育
委
員
会
（
法
定
雇
用
率
2
.
7
％
）

①
④

⑤

機
関

人
人

人
人

人
人

人
人

％
機

関
％

1
10

,4
72

.0
57

3
12

1
3

9
24

4.
5

35
.5

2.
33

0
0.

0

（
1

)
(

9,
42

4.
5

)
(

49
)

(
1

)
(

12
0

)
(

5
)

(
0

)
(

22
1.

5
)

(
35

.0
)

(
2.

35
)

(
0

)
(

0.
0

)

注
　
第
６
表
と
同
じ

①
公
的
機
関
の
障
害
別
雇
用
状
況

②
③

　
障

害
者

の
数

⑥

未
満
の
特
定
短
時
間
勤
務
職
員
で
あ
る
。

E
．

F
．

実
雇

用
率

③
Ｆ

÷
②

×
1
0
0

法
定

雇
用

率
達

成
機

関
数

法
定

雇
用

率
達

成
機

関
割

合
重

度
身

体
障

害
者

及
び

重
度

知
的

障
害

者
（
注

2
、

注
3
）

重
度

身
体

障
害

者
及

び
重

度
知

的
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

勤
務

職
員

（
注

3
）

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

、
知

的
障

害
者

及
び

精
神

障
害

者
（
注

3
）

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

、
知

的
障

害
者

及
び

、
精

神
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者 （
注

3
）

重
度

身
体

障
害

者
、

知
的

障
害

者
及

び
精

神
障

害
者

で
あ

る
特

定
短

時
間

勤
務

職
員

（
注

3
）

Ａ
．

Ｂ
．

Ｃ
．

Ｄ
．

　
③
Ａ
欄
の
「
重
度
身
体
障
害
者
及
び
重
度
知
的
障
害
者
」
に
つ
い
て
は
、
法
令
上
１
人
を
２
人
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
お
り
、
Ｆ
欄
の
計
を
算
出
す
る
に
あ
た
り
ダ
ブ
ル
カ
ウ
ン
ト
と
し
、
Ｄ
欄
の
「
重
度
以
外
の
身
体
障
害
者
及
び
知

的
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
勤
務
職
員
」
及
び
Ｅ
欄
の
「
重
度
身
体
障
害
者
、
知
的
障
害
者
及
び
精
神
障
害
者
で
あ
る
特
定
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
つ
い
て
は
、
法
令
上
１
人
を
0.
5人

に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
お
り
、
Ｆ
欄
の
計
を
算
出
す
る

に
あ
た
り
0.
5カ

ウ
ン
ト
と
し
て
い
る
。

　
精
神
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
の
精
神
障
害
者
の
算
定
特
例
の
延
長
に
伴
い
、
当
分
の
間
、
１
人
分
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
し
て
い
る
。

　
Ａ
、
Ｃ
欄
は
1週

間
の
所
定
労
働
時
間
が
30
時
間
以
上
の
職
員
で
あ
り
、
Ｂ
、
Ｄ
欄
は
1
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
2
0時

間
以
上
3
0時

間
未
満
の
短
時
間
勤
務
職
員
で
あ
る
。
ま
た
、
Ｅ
欄
は
1週

間
の
所
定
労
働
時
間
が
1
0時

間
以
上
2
0
時
間

計
Ｇ

．

 Ａ
×

２
＋

Ｂ
＋

Ｃ
＋

Ｄ
×

0
.5

＋
E
×

0
.5

（
注

2
）

う
ち

新
規

雇
用

分
（
注

4
）

　
②
欄
の
「
法
定
雇
用
障
害
者
数
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
職
員
数
」
と
は
、
職
員
総
数
か
ら
除
外
職
員
数
及
び
除
外
率
相
当
職
員
数
（
旧
除
外
職
員
が
職
員
総
数
に
占
め
る
割
合
を
元
に
設
定
し
た
除
外
率
を
乗
じ
て
得
た
数
）
を
除
い
た
職

員
数
で
あ
る
。

機
関

数
法

定
雇

用
障

害
者

数
の

算
定

の
基

礎
と

な
る

職
員

数
（
注

1
）

実
雇

用
率

③
Ｆ

÷
②

×
1
0
0

法
定

雇
用

率
達

成
機

関
数

法
定

雇
用

率
達

成
機

関
割

合

Ｇ
．

う
ち

新
規

雇
用

分
（
注

4
）

　
Ｇ
欄
の
「
う
ち
新
規
雇
用
分
」
は
、
令
和
６
年
６
月
２
日
か
ら
令
和
７
年
６
月
１
日
ま
で
の
１
年
間
に
新
規
に
雇
い
入
れ
ら
れ
た
障
害
者
数
で
あ
る
。

　
（
　
　
）
内
は
令
和
６
年
６
月
１
日
現
在
の
数
値
で
あ
る
。

②
③

　
障

害
者

の
数

⑥

機
関

数
法

定
雇

用
障

害
者

数
の

算
定

の
基

礎
と

な
る

職
員

数
（
注

1
）

Ａ
．

Ｂ
．

Ｃ
．

重
度

身
体

障
害

者
及

び
重

度
知

的
障

害
者

（
注

2
、

注
3
）

重
度

身
体

障
害

者
及

び
重

度
知

的
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

勤
務

職
員

（
注

3
）

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

、
知

的
障

害
者

及
び

精
神

障
害

者
（
注

3
）

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

、
知

的
障

害
者

及
び

、
精

神
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者 （
注

3
）

重
度

身
体

障
害

者
、

知
的

障
害

者
及

び
精

神
障

害
者

で
あ

る
特

定
短

時
間

勤
務

職
員

（
注

3
）

計  Ａ
×

２
＋

Ｂ
＋

Ｃ
＋

Ｄ
×

0
.5

＋
E
×

0
.5

（
注

2
）

Ｄ
．

E
．

F
．
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第
８
表
　
市
町
村
等
機
関
（
法
定
雇
用
率
2
.
8
％
）

①
④

⑤

機
関

人
人

人
人

人
人

人
人

％
機

関
％

58
19

,5
21

.5
10

3
6

24
4

18
0

47
2.

0
49

.0
2.

42
31

53
.4

（
62

)
(

18
,8

16
.5

)
(

11
0

)
(

5
)

(
21

9
)

(
14

)
(

0
)

(
45

6.
5

)
(

37
.5

)
(

2.
43

)
(

33
)

(
53

.2
)

注
　
第
６
表
と
同
じ

第
９
表
　
独
立
行
政
法
人
（
法
定
雇
用
率
2
.
8
％
）

①
④

⑤

機
関

人
人

人
人

人
人

人
人

％
機

関
％

3
52

2.
5

1
0

8
4

0
13

.0
1.

0
2.

49
2

66
.7

（
3

)
(

49
6.

5
)

(
1

)
(

0
)

(
7

)
(

2
)

(
0

)
(

10
.0

)
(

1.
0

)
(

2.
01

)
(

1
)

(
33

.3
)

注
　
第
６
表
と
同
じ

実
雇

用
率

③
Ｆ

÷
②

×
1
0
0

法
定

雇
用

率
達

成
機

関
数

法
定

雇
用

率
達

成
機

関
割

合

Ｇ
．

う
ち

新
規

雇
用

分
（
注

4
）

②
③

　
障

害
者

の
数

⑥

機
関

数
法

定
雇

用
障

害
者

数
の

算
定

の
基

礎
と

な
る

職
員

数
（
注

1
）

Ａ
．

Ｂ
．

Ｃ
．

重
度

身
体

障
害

者
及

び
重

度
知

的
障

害
者

（
注

2
、

注
3
）

重
度

身
体

障
害

者
及

び
重

度
知

的
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

勤
務

職
員

（
注

3
）

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

、
知

的
障

害
者

及
び

精
神

障
害

者
（
注

3
）

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

、
知

的
障

害
者

及
び

、
精

神
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者 （
注
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②公的機関の各機関別の状況

第10表　県機関（法定雇用率2.8％）

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

合　　　計 5,806.5 166.5 2.87 10.5
青森県知事部局 4,272.5 130.0 3.04 0.0
青森県病院局 1,148.0 21.5 1.87 10.5
青森県警察本部 386.0 15.0 3.89 0.0

第11表　県教育委員会（法定雇用率2.7％）

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

合　　　計 10,472.0 244.5 2.33 37.5
青森県教育委員会 10,472.0 244.5 2.33 37.5

第12表　市町村等機関（法定雇用率2.8％）

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

合　　　計 19,521.5 472.0 2.42 81.5
青森市 2,600.5 74.0 2.85 0.0
弘前市 1,871.0 44.5 2.38 7.5 注4 特例認定⑤

八戸市 1,623.5 50.0 3.08 0.0
黒石市 316.0 11.0 3.48 0.0 注4 特例認定⑧

五所川原市 587.0 14.0 2.39 2.0
注4 特例認定①
R7.12不足数解消

十和田市 391.0 12.0 3.07 0.0
三沢市 428.5 13.0 3.03 0.0
むつ市 812.5 15.0 1.85 7.0 注4 特例認定⑥

つがる市 385.0 7.0 1.82 3.0 注4 特例認定③

平川市 392.5 10.0 2.55 0.0 注4 特例認定②

平内町 317.5 7.0 2.20 1.0 R7.12不足数解消

今別町 87.5 0.0 0.00 2.0
蓬田村 89.0 3.0 3.37 0.0
外ヶ浜町 138.0 3.0 2.17 0.0
鰺ヶ沢町 185.0 3.0 1.62 2.0
深浦町 226.0 4.0 1.77 2.0

西目屋村 45.0 0.0 0.00 1.0
注4 特例認定⑦
R7.7不足数解消

藤崎町 150.5 4.0 2.66 0.0
大鰐町 144.0 5.0 3.47 0.0
田舎館村 101.0 3.0 2.97 0.0
板柳町 290.0 6.0 2.07 2.0
鶴田町 190.5 3.0 1.57 2.0
中泊町 137.0 2.0 1.46 1.0 R7.12不足数解消

野辺地町 168.5 4.0 2.37 0.0 注4 特例認定④

七戸町 207.5 2.0 0.96 3.0
六戸町 149.5 2.0 1.34 2.0
横浜町 123.5 3.0 2.43 0.0
東北町 219.0 6.0 2.74 0.0
六ヶ所村 279.0 3.5 1.25 3.5
おいらせ町 301.5 7.0 2.32 1.0
大間町 80.0 3.0 3.75 0.0
東通村 132.0 3.0 2.27 0.0
風間浦村 71.5 1.0 1.40 1.0 R7.12不足数解消

佐井村 49.0 1.0 2.04 0.0
三戸町 306.5 5.0 1.63 3.0
五戸町 350.0 10.0 2.86 0.0
田子町 145.0 3.0 2.07 1.0
南部町 213.5 6.5 3.04 0.0
階上町 97.0 2.0 2.06 0.0
新郷村 97.5 0.0 0.00 2.0
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①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

青森市教育委員会 360.0 11.0 3.06 0.0
八戸市教育委員会 366.5 9.0 2.46 1.0 R7.12不足数解消

黒石市教育委員会 111.0 2.0 1.80 1.0
注4 特例認定⑧
R7.10不足数解消

十和田市教育委員会 126.0 3.0 2.38 0.0
三沢市教育委員会 108.5 3.0 2.76 0.0
藤崎町教育委員会 69.5 1.0 1.44 0.0
青森市企業局水道部 277.0 8.0 2.89 0.0
青森市企業局交通部 111.5 6.0 5.38 0.0
八戸圏域水道企業団 156.0 5.0 3.21 0.0
八戸市交通部 114.0 5.0 4.39 0.0
十和田市上下水道部 37.0 1.0 2.70 0.0
八戸市立市民病院 1,052.0 26.0 2.47 3.0
黒石市国民健康保険黒石病院 222.0 10.0 4.50 0.0
つがる西北五広域連合病院事業 749.5 4.0 0.53 16.0
十和田市立中央病院 335.0 6.0 1.79 3.0
三沢市立三沢病院 210.5 8.0 3.80 0.0
一部事務組合下北医療センターむつ総合病院 544.5 7.5 1.38 7.5
一部事務組合下北医療センター国民健康保険大間病院 72.0 1.0 1.39 1.0 R7.12不足数解消

1

2

3

4

第13表　独立行政法人（法定雇用率2.8％）

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

合　　　計 522.5 13.0 2.49 1.5

公立大学法人
青森県立保健大学

132.0 4.0 3.03 0.0

公立大学法人
青森公立大学

76.0 0.5 0.66 1.5

地方独立行政法人
青森県産業技術センター

314.5 8.5 2.70 0.0

〔参考〕

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

合　　　計 2,109.0 50.0 2.37 9.0

国立大学法人弘前大学 2,109.0 50.0 2.37 9.0

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数に占め
る割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計である。法令上、重度身体障害者及び重度知的障害者につい
ては、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間勤務職員並びに重度身体障害
者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間勤務職員については、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。
　ただし、重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間勤務職員については、１人を１カウントとしている。

　④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、これが
0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

　「備考欄」欄の「特例認定」とは、地方公共団体の機関とその他機関の申請に基づき、青森労働局長に認定を受けた場合に、当該地方公共団体
のその他機関に勤務する職員を当該地方公共団体の機関に勤務する職員とみなすものである。（令和6年6月1日現在）
　①五所川原市は、五所川原市教育委員会との特例認定を受けている。
　②平川市は、平川市教育委員会との特例認定を受けている。
　③つがる市は、つがる市教育委員会との特例認定を受けている。
　④野辺地町は、野辺地町教育委員会との特例認定を受けている。
　⑤弘前市は、弘前市上下水道部及び弘前市教育委員会との特例認定を受けている。
　⑥むつ市は、むつ市教育委員会との特例認定を受けている。
　⑦西目屋村は、西目屋村教育委員会との特例認定を受けている。
　⑧黒石市は、黒石市教育委員会との特例認定を受けている。
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◎ 法定雇用率とは 

 民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、それぞれ以下の

割合（法定雇用率）に相当する数以上の障害者を雇用しなければならないこととされている。 

 雇用義務の対象となる障害者は、身体障害者、知的障害者又は精神障害者（精神障害者保健福祉手帳

の交付を受けている者に限る。）である。 

                        一般の民間企業 …………………… ２．５％ 

    ○ 民間企業 ……   （40.0人以上規模の企業） 

                        特殊法人等 ………………………… ２．８％ 

                     労働者数36.0人以上規模の特殊法人、 

                独立行政法人、国立大学法人等 

 

    〇 国、地方公共団体 ………………………………………… ２．８％ 

      （36.0人以上規模の機関） 

 

    ○ 都道府県等の教育委員会 ………………………………… ２．７％ 

      （37.5人以上規模の機関） 

 

※（ ）内は、それぞれの割合（法定雇用率）によって１人以上の障害者を雇用しなければならない

こととなる企業等の規模である。 

【一般民間企業における雇用率設定基準】 

            身体障害者、知的障害者及び精神障害者である常用労働者の数 

                      ＋ 失業している身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数 

  障害者雇用率 ＝    

常用労働者数 ＋ 失業者数 

※ 特殊法人、国及び地方公共団体における障害者雇用率は、一般の民間企業の障害者雇用率を下回ら

ない率をもって定めることとされている。 

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者については、その１人の雇用をもって、２人の身体障害者又は

知的障害者を雇用しているものとしてカウントされる。 

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者（１週間の所定労働時間が20時間以上30時

間未満の労働者）については、１人分として、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間労

働者については、0.5人分としてカウントされる。 

※ 精神障害者である短時間労働者については、当分の間、その１人をもって１人分としてカウントさ

れる。 

※ 重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者（１週間の所定労働時間

が10時間以上20時間未満の労働者）については、0.5人分としてカウントされる。（就労継続支援Ａ型

の利用者は除く。） 
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◎ 除外率とは 

○ 民間企業における除外率制度 

各事業主が雇用しなければならない障害者の数を算定する基礎となる常用雇用労働者数を算定する際

に、一定の業種に属する事業を行う事業所の事業主については、その常用雇用労働者数から一定率に相

当する労働者数を控除する制度。 

この除外率制度は、ノーマライゼーションの観点から、平成14年法改正により、平成16年４月に廃止

した。経過措置として、当分の間、除外率設定業種ごとに除外率を設定するとともに、廃止の方向で段

階的に除外率を引き下げ、縮小することとされている（法律附則）。 

平成16年４月、平成22年７月、令和７年４月に、それぞれ、一律に10ポイントの引下げを実施。 

※除外率引下げによる雇用義務数への影響（例） 

常用労働者数5,069.5×除外率20％＝1,013.9 ≒1,013人（端数切り捨て）  

常用労働者数5,069.5－1,013＝基礎労働者数4,056.5人 

基礎労働者数4,056.5×法定雇用率2.5％＝雇用義務数101.4125≒101人(端数切り捨て) 

常用労働者数5,069.5×除外率10％＝506.95≒506人（端数切り捨て） 

常用労働者数5,069.5－506＝基礎労働者数4,563.5人 

基礎労働者数4,563.5×法定雇用率2.5％＝雇用義務数114.0875≒114人(端数切り捨て) 

○ 国及び地方公共団体における除外率制度 

各任命権者が採用しなければならない障害者数を算定する基礎となる職員数を算定する際に､一定の

範囲の職種に従事する者（除外職員）を控除する制度｡平成16年４月１日から、除外職員の範囲を、国

民の生命の保護や、公共の安全と秩序の維持を職務としており、その遂行のためには職員個人による強

制力の行使等が必要であるような職員に限定することとした（警察官、自衛官など）｡ 

なお、除外職員ではなくなった職員（医師、教育職員など）が一定割合を占める機関（病院、教育委

員会など）については、当該職員が職員総数に占める割合を基に、当分の間、除外率を設定した上で、

廃止の方向で段階的に引き下げ、縮小を進めていくこととしており、平成16年４月、平成22年７月、令

和７年４月に、それぞれ、10ポイントの引下げを実施。 

 

引下げ前 引下げ後

・非鉄金属製造業（非鉄金属第一次製錬精製業を除く）　　　・倉庫業
・船舶製造・修理業、船用機関製造業　　　　　・航空運輸業
・国内電気通信業（電気通信回線設備を設置して行うものに限る）

5%
除外率

適用無し

・採石業、砂・砂利・玉石採取業　　　　　・水運業
・窯業原料用鉱物鉱業（耐火物・陶磁器・ガラス・セメント原料用に限る）
・その他の鉱業

10%
除外率

適用無し

・非鉄金属第一次製錬・精製業 ・貨物運送取扱業（集配利用運送業を除く） 15% 5%

・建設業 ・鉄鋼業 ・道路貨物運送業 ・郵便業（信書便事業を含む） 20% 10%

・港湾運送業 ・警備業 25% 15%

・鉄道業 ・医療業 ・高等教育機関 ・介護老人保健施設 ・介護医療院 30% 20%

・林業（狩猟業を除く） 35% 25%

・金属鉱業 ・児童福祉事業 40% 30%

・特別支援学校（専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く） 45% 35%

・石炭・亜炭鉱業 50% 40%

・道路旅客運送業 ・小学校 55% 45%

・幼稚園 ・幼保連携型認定こども園 60% 50%

・船員等による船舶運航等の事業 80% 70%

除外率設定業種
除外率

除外率
20％の 
場合 

除外率
10％の 
場合 
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◎ 障害者雇用率達成指導の流れ （民間企業）

（障害者雇用促進法　第43条第7項）

翌年1月を始期とする2年間の計画（注１）

を作成するよう、公共職業安定所長が命

令を発出

(同法第46条第1項）

計画の実施状況が悪い企業に対し、適正

な実施を勧告（計画1年目12月）

(同法第46条第6項）

雇用状況の改善が特に遅れている企業に

対し、公表を前提をした特別指導を実施　

（計画期間終了後に９か月間）

（同法第47条）

　不足数の特に多い企業については、当該企業の幹部に対し、厚生労働省
本省による直接指導も実施している。

※　「障害者雇入れ計画」作成命令の発出基準

① 「実雇用率が全国平均値未満、かつ不足数５人以上」の場合

② 「実雇用率に関係なく、不足数10名以上」の場合

③ 「法定雇用数が３人または４人であり、雇用障害者数が０人（実雇用率が０％）」の場合

実雇用率の低い事業主については、下記の流れで雇用率達成指導を行い、

「障害者雇入れ計画」の着実な実施による障害者雇用の推進を指導している。

障害者雇用状況報告

（毎年６月１日の状況）

障害者雇入れ計画作成命令

（２年計画）

障害者雇入れ計画の適正実施勧告

特 別 指 導

企 業 名 の 公 表
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